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６
月
11
日
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
公
立
の
義

務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
給
特
法
等
の
一

部
改
正
法
）
が
可
決
、
成
立
し
ま
し
た
。 

今
回
の
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
今
国
会
の
重
要
広
範
議

案
と
し
て
、
衆
議
院
・
文
教
科
学
委
員
会
、
参
議
院
・
文

部
科
学
委
員
会
と
も
に
通
常
よ
り
多
く
の
時
間
が
審
議

に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。「
学
校
の
働
き
方
改
革
」
が
進
み
、

教
員
の
長
時
間
労
働
が
是
正
さ
れ
る
た
め
に
は
、
業
務
削

減
・
定
数
改
善
・
処
遇
改
善
の
３
つ
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
進

め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
が
、
今
回
、
政
府
提
出
法

案
で
は
わ
ず
か
ば
か
り
の
処
遇
改
善
の
み
で
、
具
体
的
な

業
務
削
減
策
は
な
く
、
教
職
員
定
数
改
善
に
つ
い
て
も
極

め
て
不
十
分
な
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
様
々
な
対
応
策
が

自
治
体
（
教
育
委
員
会
）
と
学
校
現
場
に
事
実
上
丸
投
げ

さ
れ
、
国
の
財
政
的
支
援
も
曖
昧
な
内
容
で
し
た
。 

こ
の
間
日
教
組
で
は
、
現
場
の
願
い
を
少
し
で
も
反
映

さ
せ
、
学
校
の
働
き
方
改
革
を
す
す
め
る
具
体
的
な
施
策

を
法
案
に
盛
り
込
む
こ
と
を
め
ざ
し
、
日
政
連
議
員
等
と

の
意
見
交
換
と
傍
聴
行
動
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
附
則
の
修
正
と
、
附
帯
決
議
（
衆

議
院
17
本
、
参
議
院
21
本
）
が
付
さ
れ
、
附
則
に
は
「
時

間
外
在
校
等
時
間
」
を
今
後
５
年
で
月
平
均
30
時
間
程

度
に
縮
減
す
る
た
め
の
具
体
的
方
策
と
し
て
、
教
員
一
人

当
た
り
の
担
当
授
業
時
数
の
削
減
、
教
員
定
数
を
定
め
る

義
務
標
準
法
の
改
正
、
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け
た
財

政
支
援
等
や
、
中
学
校
35
人
学
級
等
に
つ
い
て
盛
り
込

ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
定

評
価
で
き
る
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
教
育
現
場
出
身
の

日
政
連
議
員
の
存
在
の
重
要
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
、
処
遇
改
善
の
内
容
は
現
状
の
勤
務
実
態
に
見

合
う
も
の
と
は
到
底
言
え
ず
、
給
特
法
と
労
基
法
の
矛
盾

は
今
回
の
改
正
に
お
い
て
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
給

特
法
の
廃
止
・
抜
本
的
見
直
し
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は

極
め
て
遺
憾
で
す
。
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
計
画

が
確
実
に
実
施
さ
れ
な
い
場
合
や
上
限
時
間
超
え
へ
の

罰
則
が
な
い
こ
と
、
教
職
調
整
額
を
段
階
的
に
引
き
上
げ

る
一
方
で
廃
止
・
減
額
・
加
算
す
る
手
当
等
が
あ
る
こ
と
、

教
職
調
整
額
段
階
的
引
上
げ
の
適
用
外
の
職
種
が
あ
る

こ
と
や
、
新
た
な
職
の
創
設
に
よ
る
業
務
過
重
や
職
場
の

分
断
の
懸
念
、
持
ち
帰
り
業
務
の
増
加
や
記
録
の
改
ざ
ん

等
も
危
惧
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
教
員
だ
け
で
な
く
、
子
ど

も
へ
の
負
担
が
大
き
い
教
育
課
程
に
つ
い
て
も
、
学
習
指

導
要
領
の
内
容
の
精
選
や
標
準
授
業
時
数
の
削
減
を
す

す
め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。 

今
後
、
す
べ
て
の
教
育
委
員
会
で
業
務
量
管
理
・
健
康

確
保
措
置
計
画
が
策
定
・
公
表
さ
れ
、
首
長
部
局
や
都
道

府
県
教
育
委
員
会
、
地
域
と
も
連
携
を
は
か
り
な
が
ら
、

学
校
の
働
き
方
改
革
が
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
各
自
治
体
財
政
に
よ
っ
て
学
校
間
・
地
域
間

格
差
の
更
な
る
拡
大
の
懸
念
や
、
労
働
基
準
監
督
機
能
の

強
化
に
つ
い
て
も
課
題
が
あ
り
ま
す
。
国
は
、
法
律
に
基

づ
き
、
業
務
削
減
の
た
め
の
方
策
や
教
職
員
定
数
改
善
を

早
急
か
つ
誠
実
に
す
す
め
る
こ
と
が
責
務
で
あ
り
、
課
題

の
解
消
に
む
け
た
財
政
支
援
や
措
置
を
確
実
に
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
会
審
議
の
中
で
、
給
特
法
に

つ
い
て
の
問
題
点
や
課
題
に
つ
い
て
多
数
言
及
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
時
間
外
在
校
等
時
間
20
時
間
程
度
に

縮
減
す
る
ま
で
」
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
、
廃
止
・
抜
本

的
見
直
し
に
む
け
た
議
論
を
引
き
続
き
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

私
た
ち
の
目
標
は
、「
時
間
外
在
校
等
時
間
」
月
平
均

30
時
間
で
も
中
教
審
答
申
で
掲
げ
ら
れ
た
「
20
時
間
を

達
成
す
る
」
こ
と
で
も
な
く
、
勤
務
時
間
内
に
業
務
が
終

わ
る
当
た
り
前
の
状
態
に
す
る
こ
と
で
す
。
当
面
、
法
制

化
さ
れ
た
業
務
削
減
策
や
ス
タ
ッ
フ
職
を
含
む
教
職
員

定
数
改
善
を
確
実
か
つ
速
や
か
に
実
行
さ
せ
、
各
教
育
委

員
会
・
学
校
で
策
定
さ
れ
る
計
画
を
完
遂
さ
せ
る
こ
と
が

重
要
で
す
。 

な
お
、
委
員
会
採
決
に
先
立
つ
10
日
の
文
教
科
学
委

員
会
で
は
み
ず
お
か
俊
一
議
員
が
質
疑
に
立
ち
、
阿
部
文

科
大
臣
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
「
教
員
の
勤
務
時
間
」
に

つ
い
て
、
家
庭
訪
問
や
登
校
指
導
、
特
別
指
導
等
は
、
校

長
の
指
揮
命
令
下
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
、
部
活
動

の
顧
問
は
校
務
分
掌
で
割
り
振
ら
れ
て
い
る
の
に
、
部
活

動
の
時
間
は
勤
務
で
な
い
の
か
、
等
に
つ
い
て
質
し
ま
し

た
。（
質
疑
・
答
弁
の
様
子
は
、
下
記
の
二
次
元
コ
ー
ド

よ
り
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
日
ご
ろ
か

https://x.gd/dmXSl 

ら
相
談
や
課
題
の
指
摘
が
多
い
部
活
動
に
つ
い
て
の
質

疑
は
23
分
30
秒
ご
ろ
か
ら
で
す
。） 

ま
た
11
日
の
参
議
院
本
会
議
で
は
採
決
に
先
立
ち
、

古
賀
千
景
議
員
が
党
を
代
表
し
て
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

冒
頭
、
採
用
か
ら
５
か
月
で
自
死
し
た
教
員
の
遺
書
と
ご

家
族
の
言
葉
を
紹
介
し
、「
膨
大
な
『
時
間
外
在
校
等
時

間
』
は
給
特
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
法
案
に
到
底
賛
成

で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
教

職
員
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
、
教
職
員
の
未
配
置
を
な

く
す
こ
と
、
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る

こ
と
、
そ
の
た
め
に
法
案
に
業
務
削
減
や
教
職
員
定
数
改

善
な
ど
を
実
効
化
す
る
た
め
の
修
正
を
め
ざ
す
こ
と
と

し
、
具
体
的
な
措
置
内
容
を
附
則
に
盛
り
込
む
こ
と
で
学

校
の
働
き
方
改
革
が
大
き
く
進
む
法
律
と
す
る
こ
と
が

で
き
た
」
と
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
上
で
文
科
省
に
対
し
「
法

律
に
盛
り
込
ま
れ
た
内
容
を
確
実
に
実
行
す
る
こ
と
」
や

「
チ
ー
ム
学
校
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
教
員
以
外
の
様
々

な
職
種
、
臨
時
的
任
用
・
非
常
勤
教
職
員
の
処
遇
改
善
も

行
う
べ
き
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
給
特
法
の
廃
止
・
抜
本

的
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
文
科
大
臣
を
見
据
え

て
発
言
し
、
討
論
を
終
え
ま
し
た
。 

日
教
組
は
、
改
正
法
の
成
立
を
受
け
書
記
長
談
話
を
発

出
し
、「
持
ち
帰
り
も
含
め
た
正
し
い
勤
務
時
間
の
記
録

の
も
と
、
見
せ
か
け
の
縮
減
と
さ
せ
な
い
と
り
く
み
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
、
真
の
学
校
の
働
き
方
改

革
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
さ
ら
な
る
業
務
削
減
、
教
職
員

定
数
改
善
、
給
特
法
廃
止
・
抜
本
的
見
直
し
を
求
め
と
り

く
む
」
と
し
て
い
ま
す
。
当
面
、
計
画
の
策
定
や
諸
手
当

の
改
定
、「
新
た
な
職
」
の
設
置
等
、
自
治
体
判
断
と
さ

れ
て
い
る
内
容
が
多
い
こ
と
か
ら
、
自
治
体
ご
と
の
教
育

委
員
会
と
の
交
渉
が
極
め
て
重
要
で
す
。
兵
高
教
は
兵
教

組
と
連
携
し
、
今
回
の
法
改
正
が
「
学
校
の
働
き
方
改
革
」

に
少
し
で
も
資
す
る
も
の
に
な
る
よ
う
、
県
教
委
と
の
折

衝
・
交
渉
を
強
化
し
て
い
き
ま

す
。 

 

【
処
遇
改
善
の
具
体
的
内
容
や

附
則
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
は

裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
】 
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第２８代高校生平和大使選考会  
 

５月２５日（日）午後、神戸市教育会館において、第２８代高校生平

和大使選考会を行い、２５人の応募者の中から原野蓉子さん（神戸

女学院高校２年）をジュネーブ派遣代表に選出し、今年度の活動が

スタートしました。核兵器廃絶や平和な世界の実現に向けて、高校生

として何を考え、どう行動していくか、それぞれの思い・決意を力強く

語る高校生たちの姿に、未来へ 

の希望を感じ、勇気づけられる 

選考会でした。 

【手当等の変更（処遇改善）】 

教職調整額 ※１ １％ずつ 10％まで引上げ ２０２６年１月～ １年に１％ずつ 

学級担任への加算（義務特手当への加算） ３,０００円程度  

主務教諭 教諭よりも 6,000円程度高い級を想定 必置の職ではない 

義務特手当 1.5％→１％ ２０２６年１月～ 

多学年学級担当手当 廃止 ２０２６年１月～ 

給料の調整額（特別支援学校・学級教員） 調整数「１」→「0.5」 ２０２７年１月、２０２８年１月 
 

※１ 公立幼稚園教員は子ども・子育て支援法による処遇改善がなされていることから適用外 

（附帯決議に、公立幼稚園教員の処遇改善について「継続的なフォローアップを行うこと」が付された） 
 

★教職員の給与、新たな職（主務教諭）の設置については自治体判断。学級担任への加算のあり方や給料の調整額について、

その職の給与をどのようにするか、について、組合の交渉・協議が必要。 

 

【学校の働き方改革推進のために、附則に盛り込まれた内容】 

第３条第１項 時間外在校等時間の縮減に関する措置 

①持ち授業時数の削減 

②教育課程の編成の在り方について検討を行う  ←学習指導要領の内容精選や標準授業時数の削減を求めていく 

③義務標準法の改定 

④スタッフ職の拡充 

⑤不当な要求等への対応についての支援 

⑥部活動の地域展開への財政的な援助 

⑦①〜⑥のほか、教員の業務量削減のために必要な措置 ←「業務の３分類」の推進 

第４条 中学校３５人学級 ←さらに高校３５人学級の実現にむけてとりくむ 

第６条 教員の勤務条件のさらなる改善のための措置に関する検討条項について、当該教員の勤務の状況について調査を行う

旨を規定する。 ←日々の勤務時間について正しく記録することが重要※２ 

 

  ※２ 学校外での活動の時間、週休日等の活動の時間を加える 

休憩時間は実際に取れた時間を在校等時間から除く（取れなかった時間は在校等時間に含む） 

★全体会では、兵高教ＯＢの諏訪清二さんが講演されます。 

 また、分科会では「子ども主体の学級・学校・地域づくり」（Ｃ

分科会）で北川阿弓さん（神崎工分会）が実践報告を行いま

す。組合員のみなさんの積極的ご参加をお待ちしています。 


